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Ａ－18 チョコレート利用食品 

Ａ－18  チョコレート利用食品の表示に関する公正競争規約 

 

公 正 競 争 規 約 公正競争規約施行規則 

（目的） 

第１条 この公正競争規約（以下「規約」という。）

は、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法

律第134号）第12条第１項の規定に基づき、チョコ

レート利用食品の取引について行う表示に関する

事項を定めることにより、一般消費者の適正な商

品選択に資するとともに、不当な顧客の誘引を防

止し、公正な競争を確保することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規約において「チョコレート利用食品｣

とは、チョコレート類を利用したチョコレートス

プレッドＡ、チョコレートスプレッドＢ、チョコ

レートシロップ、チョコレートフラワーペースト、

チョコレートコーチング及びチョコレートドリン

クであって、それぞれ次に掲げる基準に適合した

ものをいう。 

２ この規約において｢チョコレートスプレッドＡ」

又は「チョコレートスプレッドＢ」とは、チョコ

レート類を原料とし、必要により糖類、食用油脂、

乳製品、香料その他の可食物を加え、混合溶解し

て製造したペースト状の食品であって、それぞれ

次に掲げる基準に適合したものをいう。 

(1) チョコレートスプレッドＡ 

カカオマスが全重量の７パーセント以上又は

ココアバターが全重量の４パーセント以上のも

の。ただし、カカオマスを使用したものであっ

て、これに乳製品を加えたものにあっては、カ

カオマスが全重量の５パーセントを下らず、か

つ、乳固形分との合計が７パーセントを下らな

い範囲内で、カカオマスの代りに、乳製品を使

用することができる。 

 (2) チョコレートスプレッドＢ 

カカオ分が 3.5パーセント以上又はココアバ

ターが２パーセント以上のもの。ただし、チョ

コレートスプレッドＡに該当するものを除く。 

３ この規約において「チョコレートシロップ」と

は、チョコレート類及び糖類を原料とし、必要に

より乳製品、食用油脂、香料その他の可食物を加

え、混合溶解して製造した流動性のある食品で

あって、カカオ分が全重量の８パーセント以上の

ものをいう（チョコレートスプレッドＡ及びチョ

コレートスプレッドＢに該当するものを除く。）。

ただし、乳製品を加えたものにあっては、カカオ

分が全重量の５パーセントを下らず、かつ、乳固

形分との合計が８パーセントを下らない範囲内
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で､カカオ分の代りに、乳製品を使用することがで

きる。 

４ この規約において「チョコレートフラワーペー

スト」とは､チョコレート類及び小麦粉又は澱粉を

原料とし､必要によりナッツ類又はその加工品、糖

類、食用油脂､乳製品､香料その他の可食物を加え、

混合、加熱糊化して製造し、パン又は菓子に充填

又は塗布するペースト状の食品であって、カカオ

分が全重量の3.5パーセント以上（業務用のもの

で、チョコレート利用食品の表示に関する公正競

争規約施行規則（以下｢施行規則｣という｡）に掲げ

るものにあっては2.5パーセント以上）のものをい

う。 

５ この規約において「チョコレートコーチング」

とは、チョコレート類を原料とし、必要により糖

類、食用油脂、乳製品、香料その他の可食物を加

え､精練、調温して製造し、カカオ分が全重量の８

パーセント以上又はココアバターが全重量の２パ

ーセント以上のものをいう (チョコレート生地及

び準チョコレート生地に該当するものを除く｡)。

ただし、乳製品を加えたものにあっては、カカオ

分が全重量の５パーセントを下らず､かつ､乳固形

分との合計が８パーセントを下らない範囲内で､

カカオ分の代りに、乳製品を使用することができ

る。 

６ この規約において「チョコレートドリンク」と

は、チョコレート類を原料とし、必要により糖類、

乳製品、食用油脂、香料その他の可食物を加え、

混合､均質化して製造し、そのままで、又は希釈し

て飲用に供するものであって、カカオ分が全重量

の0.5パーセント以上のものをいう。ただし、飲用

乳の表示に関する公正競争規約の適用を受けるも

のを除く。 

７ この規約において「チョコレート類」とは、チ

ョコレート生地、準チョコレート生地、カカオマ

ス､ココアバター、ココアケーキ、ココアパウダー

（ココア）及びカカオエキスパウダーをいう。 

 

８ この規約において「チョコレート生地、準チョ

コレート生地、カカオマス、ココアバター、ココ

アケーキ及びココアパウダー」とは、それぞれチョ

コレート類の表示に関する公正競争規約に規定す

るものをいうものとする。 

 

９ この規約において「カカオエキスパウダー」と

は、カカオニブ、カカオマス、ココアバター、コ

コアケーキ又はココアパウダーから抽出濃縮した

カカオエキスを粉末状にしたものをいう。 
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10 この規約において「糖類」とは、蔗糖（砂糖）、

ぶどう糖、果糖、麦芽糖、転化糖、乳糖、液糖、

水飴、糖蜜、果糖ぶどう糖液糖、コーンシロップ、

その他これらに類するものをいう。 

11 この規約において「乳製品」とは、クリーム、

バター、バターオイル､チーズ、濃縮乳､無糖練乳、

無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、

脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、

バターミルクパウダー、加糖粉乳、発酵乳、発酵

乳パウダー、ミルククラム、ブロックミルク及び

牛乳(ただし、成分を再構成したものを除く。）を

いう。 

12  この規約において「カカオ分」とは、カカオニ

ブ、カカオマス、ココアバター、ココアケーキ、

ココアパウダー（香料その他のものを含まないも

の）及びカカオエキスパウダーの水分を除いた合

計量をいう。 

13 この規約において第２条第４項の「業務用」と

は、製パン、製菓業者がパン又は菓子の原料とし

て使用するものをいう。 

14 この規約において「事業者」とは、チョコレー

ト利用食品を製造し、加工包装し、販売し、又は

輸入して販売する事業者をいう。 

15 この規約において「表示」とは、顧客を誘引す

るための手段として、事業者が自己の供給する

チョコレート利用食品の取引に関する事項につい

て行う広告その他の表示であって、次の各号に掲

げるものをいう。  

(1) 商品、容器又は包装による広告その他の表示

及びこれらに添付した物による広告その他の表

示  

(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その

他これらに類似する物による広告その他の表示

（ダイレクトメール、ファクシミリ等によるも

のを含む。）及び口頭による広告その他の表示（

電話によるものを含む。） 

(3) ポスター、看板（プラカード及び建物又は電

車、自動車等に記載されたものを含む。）、ネオ

ン・サイン、アドバルーンその他これらに類似

する物による広告及び陳列物又は実演による広

告 

(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送 (有線電

気通信設備又は拡声機による放送を含む｡)、映

写、演劇又は電光による広告 

(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他

の表示（インターネット､パソコン通信等による

ものを含む｡） 
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（必要な表示事項） 

第３条 事業者は、施行規則に定めるところにより、

チョコレート利用食品の容器又は包装に、次に掲

げる事項を外部から見やすい場所に邦文で明りょ

うに一括して表示しなければならない。 

 

第１条 チョコレート利用食品の表示に関する公

正競争規約（以下「規約」という。）第３条第１

項に規定する必要な表示事項については、(1)に

掲げる基準に基づき、(2)に掲げる様式により表

示するものとする。 

 

(1) 種類別名称 

 

(1) 基準 

ア  種類別名称 

(ｱ ) 種類別名称の文字については、｢種類

別｣、｢名称｣ 又は「品名」と表示すること

ができる。 

(ｲ) 種類別名称については、規約第２条第１

項に定めるチョコレート利用食品の名称

を表示する。 

(ｳ) ｢チョコレートドリンク｣ については

「チョコレートドリンク」の表示に代え

て「ココア飲料｣、｢チョコレート飲料｣ 又

は「ココアドリンク」と表示することが

できる。 

(2) 原材料名 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 原材料名 

(ｱ) 原材料名については、使用した原材料を

ａ及びｂの区分により、次に定めるところ

により表示すること。 

ａ 食品添加物以外の原材料については、

原材料に占める重量の割合の多いもの

から順に、その最も一般的な名称をもっ

て表示する。ただし、２種類以上の原材

料からなる原材料 (以下「複合原材料」

という｡)については、当該複合原材料の

名称の次に括弧を付して、当該複合原材

料の原材料を当該複合原材料の原材料

に占める重量の割合の多いものから順

に、その最も一般的な名称をもって表示

する。この場合において、複合原材料の

製品の原材料に占める重量の割合が５

パーセント未満のとき又は複合原材料

の名称からその原材料が明らかなとき

は、当該複合原材料の原材料の表示を省

略することができる｡ 

ｂ 食品添加物については、原材料に占め

る重量の割合の多いものから順に、食品

衛生法施行規則（昭和23年厚生省令第23

号）の定めるところにより表示する。 

(ｲ) チョコレート類、糖類及び乳製品につい

ては、単に「チョコレート類」､｢糖類｣又

は「乳製品」と表示せず、規約第２条第７

項、第10項及び第11項に規定する細目を表

示する。 
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(3) 内容量 

  

 

 

 

 

 

(4) 賞味期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 食用油脂の名称については、植物性のも

のにあっては ｢植物油脂｣、動物性のもの

にあっては ｢動物油脂｣、植物性、動物性

の油脂を混合して精製したものにあって

は ｢食用精製加工油脂｣、ショートニング

にあっては「ショートニング」及びマーガ

リンにあっては「マーガリン」と表示する

ことができる。 

(ｴ) 乳製品の混合物であって、乳製品の乳固

形分が95パーセント以上、うち乳脂肪分が

25パーセント以上含まれているものに

あっては ｢全粉乳｣、乳製品の乳固形分が

95パーセント以上含まれているものに

あっては「脱脂粉乳」と表示することがで

きる。 

ウ 内容量 

内容量については、内容重量又は内容体積

を表示することとし、内容重量にあっては

「グラム」若しくは「キログラム」又は｢ｇ｣

若しくは「kg」で、内容体積にあっては「ミ

リリットル」又は｢リットル｣若しくは「ml」

又は「ｌ」の単位で表示する。 

エ 賞味期限 

(ｱ) 賞味期限は、容器又は包装の開かれてい

ない製品がオにより表示された方法によ

り保存された場合において、期待されるす

べての品質の保持が十分に可能であると

認められる期限を示す年月日を表示する。 

(ｲ ) 製造から賞味期限までの期間が３月以

内のものにあっては、次の例のいずれかに

より表示する。 

ａ 平成１７年４月１日 

ｂ １７．４．１ 

ｃ ２００５．４．１  

ｄ ０５．４．１ 

ｅ  １７０４０１ 

ｆ ０５０４０１ 

(ｳ ) 製造から賞味期限までの期間が３月を

超えるものにあっては、次の例のいずれか

により表示する。ただし、(イ)に定めると

ころにより記載することができる。 

ａ 平成１７年４月 

ｂ １７．４ 

ｃ ２００５．４ 

ｄ ０５．４ 

ｅ １７０４ 

ｆ ０５０４ 

(ｴ) 賞味期限を(2)に掲げる様式に従って表
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(5) 保存方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) 原産国名  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

示することが困難な場合には、同様式の賞

味期限の欄に記載箇所を表示すれば、他の

箇所に表示することができる。 

(ｵ) 賞味期限にロット番号等を併記する場合

にあっては、次の例のように賞味期限が明

らかに分かるように表示するものとする。 

ａ １７．４．１ ＬＯＴ Ａ２０ 

 ｂ １７．４．１ ／Ａ２０ 

オ 保存方法 

製品の特性に従って、温度、湿度、場所等

について注意事項を次に掲げる例等により

表示する。ただし、エ(ｴ)の場合において(2)

に掲げる様式の保存方法の欄に記載箇所を

表示すれば、賞味期限の記載箇所に近接して

表示することができる。 

(ｱ) 保存温度を表示する場合 

    ａ 高温(3 0℃以上)で保存しないで下さ

い。 

    ｂ  10℃～30℃で保存して下さい。 

(ｲ) 保存場所等を表示する場合 

    ａ 湿度の低いところに保存して下さい。 

    ｂ 風通しの良い冷暗所に保存して下さ

い。 

    ｃ 直射日光を避けて下さい。 

ｄ 臭い移りのおそれのある場所や近く

に保存しないで下さい。 

カ 原産国名 

(ｱ) チョコレート利用食品の原産国は、次の

行為が最終的に行われた国とする。 

ａ チョコレートスプレッドＡ及びチョ

コレートスプレッドＢにあっては、混合

及び溶解を行うこと。 

ｂ チョコレートシロップにあっては、混

合及び溶解を行うこと。 

ｃ チョコレートフラワーペーストにあ

っては、混合及び加熱を行うこと。  

ｅ チョコレートコーチングにあっては、

混合及び精練を行うこと。 

ｆ チョコレートドリンクにあっては、混

合及び加熱を行うこと。 

(ｲ) チョコレート利用食品の原産国の表示

については、次の基準により表示するもの

とする。 

ａ 輸入品にあっては、国名を表示する。 

ｂ 輸入品と紛らわしい国産品にあって

は、一括表示欄に表示する場合は、｢日

本｣と表示し、一括表示欄以外に表示す

る場合は、国内製造品である旨表示する
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ことができる。 

(7) 事業者の氏名又は名称及び住所 

 

キ 事業者の氏名又は名称及び住所 

表示を行う事業者の区分に応じ、次に掲げ

る事項を表示すること。 

なお，食品衛生法（昭和 22 年法律第 233

号）並びに農林物資の規格化及び品質表示の

適正化に関する法律（昭和 25 年法律第 175

号）の定めにより表示すべき者が異なる場合

は，それぞれの者を記載すること。 

(ｱ) 製造業者の場合 

「製造者」の文字の後に、製造業者の氏

名（法人の場合は、その名称。以下同じ。）

及び住所並びに製造所所在地を表示する。

なお、製造業者の住所と製造所所在地が同

一の場合は、重複して記載する必要はな

い。ただし、製造者が厚生労働大臣に届け

出た製造所固有の記号の表示をもって、製

造所所在地の表示にかえることができる。 

(ｲ) 加工業者の場合 

「加工者」の文字の後に加工業者の氏名

及び住所並びに加工所の所在地を表示す

る。なお、加工業者の住所と加工所所在地

が同一の場合は、重複して記載する必要は

ない。 

(ｳ) 販売業者の場合 

「販売者」の文字の後に、販売業者の氏

名及び住所並びに製造所所在地及び製造

者の氏名を表示する。ただし、製造者が販

売者と連名で厚生労働大臣に届け出た製

造所固有の記号の表示をもって、製造所所

在地及び製造者の氏名の表示にかえるこ

とができる。 

(ｴ) 輸入業者の場合（輸入品に限る。） 

「輸入者」の文字の後に、輸入業者の氏

名及び住所並びに輸入業者の営業所所在

地を表示する。なお、輸入業者の住所と営

業所所在地が同一の場合は、重複して記載

する必要はない。 

 (2) 様式   

 
種類別名称 

 原材料名 

 内容量 

 賞味期限 

 保存方法 

 原産国名 

 製造者 
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 (備考) 

   ア 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の

色と対照的な色とする。 

イ 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ

8305 (1962) に規定する(以下この施行規

則において同じ｡)８ポイントの活字以上

の大きさの統一のとれた活字とすること。

ただし、容器又は包装の表示可能面積がお

おむね150平方センチメートル以下のもの

にあっては、5.5ポイント以上の大きさの

活字とすることができる。 

   ウ 表示しない項目にあっては、この様式中

その項目を省略する。 

   エ この様式は縦書きとすることができる。 

  オ この様式の枠を記載することが困難な

場合は、枠を省略することができる。 

２ 事業者は、施行規則に定めるところにより、  

「チョコレート利用食品」である旨を表示しなけ

ればならない。 

ただし、「チョコレートドリンク」にあっては、

「チョコレ―ト利用食品」である旨の表示を省略

することができる｡ 

２  規約第３条第２項の規定により表示すべき 

｢チョコレート利用食品｣ である旨の表示は、チ

ョコレート利用食品の文字を楕円形の枠で囲み、

主たる商品名を表示した面に表示する。 

３ 事業者は、施行規則に定めるところにより、業

務用のものにあっては、「業務用」である旨を表示

しなければならない。 

３ 規約第３条第３項の規定により表示すべき業

務用である旨の表示は、チョコレートフラワーペ

ーストについて業務用に使用するものでカカオ

分が 3.5パーセント未満のものにあっては、「業

務用」の文字をチョコレート利用食品の文字の表

示に併記する。 

４ 事業者は、施行規則に定めるところにより、チ

ョコレートドリンクについては、飲用上の注意及

び希釈して飲用に供するものにあっては希釈倍数

を表示しなければならない。 

４ 規約第３条第４項の規定により表示すべきチ

ョコレートドリンクについての飲用上の注意及

び希釈用のものの表示は、次に掲げる基準による

ものとする。 

(1) 飲用上の注意 

次の例により表示するものとする。 

ア 開缶後はすぐお飲み下さい。 

  イ よく振ってからお飲み下さい。 

  ウ 缶のまま直接火にかけないで下さい。 

  エ 炭酸入りのものにあっては、「あける前に

振らないで下さい。」。 

 (2) 希釈用のものの表示 

主として希釈して飲用に供するものにあっ

ては、希釈後飲用に供する状態における希釈倍

数を｢〇倍希釈｣と商品名に併記する。 
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 ５ 規約第３条第２項及び第３項に規定するチョ

コレート利用食品及び業務用の文字にあっては、

次に掲げる基準によるものとする。 

(1) 容器又は包装の面積が30平方センチメ-トル

を超え､100平方センチメートル以下のものにあ

っては、８ポイントの活字以上 

(2) 容器又は包装の面積が100平方センチメート

ルを超え、200平方センチメートル以下のもの

にあっては、９ポイントの活字以上 

(3) 容器又は包装の面積が200平方センチメート

ルを超えるものにあっては、12ポイントの活字

以上 

 ６ 商品名又はチョコレート利用食品の文字を表

示する場合にあっては、「チョコレート」の文字

は、それぞれの表示の他の文字の書体、色調、大

きさ等と同様のものとする。 

５ 商品の大きさ、形状その他の理由により、前項

の表示が困難であるものについては、施行規則に

定めるところにより、同項に掲げる事項の一部を

省略し、又は同項に規定する方法以外の方法によ

り、表示することができる。 

第２条 規約第３条第５項の「表示が困難であるも

の」については、容器又は包装の面積が30平方セ

ンチメートル以下のものとし、種類別名称、内容

量、原産国名並びに事業者の氏名又は名称及び住

所を除く表示を省略することができる。 

６ アレルギー物質を含む食品を原材料に使用して

いる場合にあっては、食品衛生法施行規則（昭和

２３年厚生省令第２３号）第２１条第１項第１号

ヘ及びトの定めるところにより表示しなければな

らない。 

７ 紙製及びプラスチック製の容器又は包装への分

別回収のための「識別マーク」は、資源の有効な

利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）

の規定に基づき表示しなければならない。 

 

（特定事項の表示基準） 

第４条 事業者は、チョコレート利用食品に乳製品、

ナッツ類、果物類、蜂蜜、コーヒーその他の原材

料を使用している旨を商品名、絵、写真、説明文

等で表示する場合は、施行規則に定める基準によ

らなければならない。ただし、次の場合はこの限

りではない。 

 

第３条 規約第４条第１項に規定する基準量につ

いては、次のとおりとする。 

 (1) 乳製品にあっては、乳固形分が全重量の５パ

ーセント以上。ただし､牛乳(ミルクと表示する

場合を含む｡)を使用している旨を表示する場

合にあっては、乳固形分（うち乳脂肪分27パー

セントの割合のもの）が全重量の５パーセント

以上 

 (2) ナッツ類、果物類にあっては、生ものに換算

して全重量の５パーセント以上 

(3) 蜂蜜にあっては、全重量の２パーセント以上 

 (4) コーヒーにあっては、コーヒー生豆に換算し

て全重量の 1.5パーセント以上 

(5) はっか、香辛料、酒類、茶類及び乳酸菌飲料

等にあては、風味を特徴づけるのに十分な量 
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(1) 果物類の香料を使用しているものについて、

当該果物の香料を使用した旨を ｢○○香料使

用｣（○○は果物の名称）と商品名と同一視野

内に明りょうに表示した場合  

 (2)  チョコレート利用食品公正取引協議会の承

認を得た場合 

２ 事業者は、チョコレート利用食品について、特

定の原産地のもの、有機農産物、有機農産物加工

食品その他の使用した原材料が特色のあるもので

ある旨を表示する場合には、次の各号に掲げる方

法によらなければならない。 

(1) 次の各号に掲げるいずれかの割合を当該表示

に近接した箇所又は当該原材料名表示の次に括

弧を付して表示すること。 

  ア 特色のある原材料の製品の原材料に占める

重量の割合 

イ 特色のある原材料の特色のある原材料及び

特色のある原材料と同一の種類の原材料を合

わせたものに占める重量の割合（この場合に

おいては、この旨の割合であることを表示す

る。） 

(2) 特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する

場合にあっては、特定の原材料が製品に占める

重量の割合を当該表示に近接した箇所又は当該

原材料名表示の次に括弧を付して表示するこ

と。 

(3) チョコレート利用食品が有機又はオーガニッ

クである旨の表示 

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関

する法律（昭和25年法律第175号）及び同法に基

づく有機農産物加工食品の日本農林規格（平成

12年農林水産省告示第60号）に定めるところに

より表示すること。 

２ 前項各号の規定にかかわらず、チョコレートド

リンクに使用した原材料にあっては、風味を特徴

づけるのに十分な量 

３ 事業者は、チョコレート利用食品について、栄

養成分又は熱量について表示する場合は、栄養表

示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)に定め

るところによらなければならない。 

 

（不当表示の禁止） 

第５条 事業者は、チョコレート利用食品の取引に

関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 

(1) チョコレート利用食品でないものをチョコレ

ート利用食品であると誤認されるおそれがある

表示 

(2) チョコレート利用食品をチョコレート類であ
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ると誤認されるおそれがある表示    

(3) この規約に規定する定義又は規格に合致しな

い内容の製品について、それぞれ、それらのも

のであると誤認されるおそれがある表示 

(4) 第４条第１項第１号の規定に基づきチョコレ

ート利用食品に果物類の香料を使用している旨

を表示している場合であって、あたかも果物類

そのものを使用していると誤認されるおそれが

ある表示 

(5) ｢純正食品｣、｢純良｣ 等当該チョコレート利用

食品が純正である旨を意味する文言を客観的な

根拠に基づかないで使用することにより、当該

商品の品質が特に優良であるかのように誤認さ

れるおそれがある表示  

(6) ｢無添加｣、｢全糖｣、｢〇〇省認可｣その他これ

らに類する文言を客観的な根拠に基づかないで

使用することにより、当該商品の品質が特に優

良であるかのように誤認されるおそれがある表

示  

(7) チョコレート利用食品に使用した可食物につ

いて、その可食物を実際のものよりも著しく優

良であり、又は実際のものよりも著しく多く含

まれていると誤認されるおそれがある表示 

(8) 賞でないものが賞であると誤認されるおそれ

がある表示 

(9) 自己の取扱う他の商品又は自己の行う他の事

業について受けた賞、推奨等を当該チョコレー

ト利用食品について受けたものであると誤認さ

れるおそれがある表示 

(10) 官公庁、神社、仏閣その他著名な団体又は個

人が購入又は推奨していると誤認されるおそれ

がある表示 

(11) チョコレート利用食品の価格、取引条件又は

チョコレート利用食品の取引に付随して提供す

る景品類の品質、内容その他の事項について実

際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者

に係るものよりも著しく有利であると誤認され

るおそれがある表示 

(12) 輸入品でないものが輸入品であると誤認され

るおそれがある表示  

(13) 国産品でないものが国産品であると誤認され

るおそれがある表示 

(14) 他の事業者又は他の事業者に係るチョコレー

ト利用食品を中傷し、誹謗するような表示 

(15) 伝統、歴史、製造技術、生産規模、生産設備、

販売量、販売比率その他企業の信用状態につい

て実際のもの又は自己と競争関係にある他の事

業者に係るものよりも著しく優位にあると誤認
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されるおそれがある表示 

(16) 前各号に掲げるもののほか、自己の製造又は

販売に係るチョコレート利用食品の内容につい

て、実際のもの又は自己と競争関係にある他の

事業者に係るものよりも著しく優良であると誤

認されるおそれがある表示 

（過大包装の禁止） 

第６条 事業者は、内容物の保護、品質保全又は製

造技術上必要な限度を超えて、著しく過大な容器

又は包装を用いてはならない。 

 

第４条 規約第６条の「限度」について疑義がある

場合は、公正取引協議会の承認を得るものとす

る。 

（チョコレート利用食品公正取引協議会の設置） 

第７条  この規約を適正かつ効果的に運用するた

め、チョコレート利用食品公正取引協議会（以下

「公正取引協議会」という｡）を設置する。 

２ 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者

又は事業者団体をもって構成する。 

 

（公正取引協議会の事業） 

第８条 公正取引協議会は、次の事業を行う。 

 (1) この規約の内容の周知徹底に関すること。 

 (2) この規約についての相談及び指導に関するこ

と。 

 (3) この規約の規定に違反する疑いがある事実の

調査に関すること。 

 (4) この規約の規定に違反する事業者に対する措

置に関すること。 

 (5) 一般消費者からの苦情の処理に関すること。 

 (6) 不当景品類及び不当表示防止法その他公正取

引に関する法令の普及及び違反の防止に関する

こと。  

(7) 関係官公庁との連絡に関すること。 

 (8) その他この規約の施行に関すること。 

 

（違反に対する調査） 

第９条 公正取引協議会は、第３条から第５条まで

の規定に違反する事実があると思われるときは、

関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な

事項を照会し、参考人から意見を求め、その他の

事実について必要な調査を行う。 

２ 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会

の調査に協力しなければならない。 

３ 公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査

に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべ

き旨を文書をもって警告し、これに従わないとき

は５万円以下の違約金を課し、又は除名処分をす

ることができる。 
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（違反に対する措置） 

第10条 公正取引協議会は、第３条から第５条まで

の規定に違反する行為があると認めるときは、当

該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為

を排除すべき旨及び当該違反行為と同種又は類似

の違反行為を再び行ってはならない旨を文書を

もって警告することができる。 

 

２ 公正取引協議会は、前項の警告を受けた事業者

が、当該警告に従っていないと認めるときは、当

該事業者に対し、50万円以下の違約金を課し、除

名処分をし、又は公正取引委員会に必要な措置を

講ずるよう求めることができる。 

 

３ 公正取引協議会は、前条第３項又は本条第１項

若しくは第２項の規定により、警告をし、違約金

を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅

滞なく文書をもって公正取引委員会に報告するも

のとする。 

 

（施行規則） 

第11条 公正取引協議会は、この規約の実施に関す

る規則を定めることができる。 

２ 前項の規則を定め､又はこれを変更しようとす

るときは､事前に公正取引委員会の承認を受ける

ものとする。 

 

 

 

 附 則 

１ この規約の変更は，公正取引委員会の認定の告

示のあった日から施行する。 

２ この規約の変更の施行前に事業者が行った表示

については、なお従前の例によることができる。 

 

 

附 則 

１ この施行規則の変更は、規約の変更について公

正取引委員会の認定の告示のあった日から施行

する 

２ この施行規則の変更の施行前に事業者が行っ

た表示については､なお従前の例によることがで

きる。 

 

 


